
建築基準法道路関係規定運用指針

法適合性の判定・報告書の作成

依頼者からの申請に基づき、法適合調査を実施

※必要に応じて構造計算書を作成

検査済証のない建築物

図書と現地の間に不整合（増改築・用途変更を含

む）がある場合、当該部分について現状に基づく復

元図書を作成。

指定確認検査機関等への提出図書のとりまとめ

依頼

無

調査の使用目的等に応じて、必要な図書を準備

確認済証に添付された図書等と現地を照合

調査

指
定
確
認
検
査
機
関
等

＜図上調査＞
・依頼者により提出された図書を基に、調査対象建築物の建築時点での法適合性を図面上で
調査する。

検査済証のない建築物に係る法適合状況調査の流れ

※確認申請書副本がある

工事記録書、建物躯体調査結果な
ど照合に必要な図書を準備

増改築等を前提 販売等を目的

有

増改築の可否
可 不可

調査を行

わない

確認済証の有無

依
頼
者

法適合状況調査

所管特定行政庁等への相談
建築物の状況、増改築等の可否、必要な作業等の確認

遵法性調査

グループ会社(ERIS)で

承わることができます。

無

＜現地調査＞
・提出図書と調査対象建築物とを目視又は計測、動作確認による現地調査を行う。
・調査対象建築物の劣化の状況を調査する。
・図書どおりでない部分が明らかとなった場合には、調査者は当該部分について詳細な調査
を行うこととする。


